
 

 

別 紙 
     登 記 嘱 託 書 
  登 記 の 目 的    収 用 裁 決 手 続 開 始 
  原 因    昭 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 裁 決 手 続 開 始 
  権 利 者    住 所 
           氏 名 
   義 務 者    別 紙 の と お り 。 
  添 附 書 類    裁 決 手 続 開 始 決 定 書 
   昭 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 
        ○ ○ ○ 収 用 委 員 会 
              会 長 ○ ○ ○ ○ 印 
        ○ ○ ○ 法 務 局 御 中 
  課 税 価 格           金 ○ ○ ○ ○ 円 
  登 録 免 許 税          金 ○ ○ ○ ○ 円 
  不 動 産 の 表 示   別 紙 の と お り 。 
( 別 紙) 

不 動 産 の 表 示 義 務 者 権 利 の 表 示   

所 在 番 地 地 目 地 積 住 所 氏 名 

受 付 年

月 日 受

付 番 号 
種 類 

権 利
の 価

格 

                    

                    

  

                    

 備 考 
  一 登 記 嘱 託 者 は 、 裁 決 手 続 開 始 決 定 ご と に 作 成 す る こ と 。 登 記

義 務 者 を 同 じ く す る 数 個 の 不 動 産 に 関 す る 権 利 に つ い て 登 記

を 嘱 託 す る 場 合 で も 、 裁 決 手 続 開 始 の 決 定 が 異 な る と き は 、 同

じ 登 記 嘱 託 書 に よ っ て 登 記 を 嘱 託 し な い も の と す る 。 
  二 使 用 の 裁 決 手 続 開 始 の 登 記 を 嘱 託 す る 場 合 は 、 登 記 の 目 的 の

項 中 「 収 用 」 と あ る の は 「 使 用 」 と す る こ と 。 
  三 権 利 者 の 項 に は 、 起 業 者 が 国( 国 の 機 関 と し て の 地 方 公 共 団

体 の 長 を 含 む 。) で あ る 場 合 は 当 該 事 業 を 所 管 す る 省 庁 の 名 称

を 、 地 方 公 共 団 体 で あ る 場 合 は 当 該 公 共 団 体 の 名 称 を 、 法 人 で

あ る 場 合 は 当 該 法 人 の 名 称 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 を 記 載

す る こ と 。 
  四 権 利 の 表 示 に は 、 所 有 権 以 外 の 権 利 に つ い て は 、 そ の 登 記 の

申 請 書 の 受 付 年 月 日 及 び 受 付 番 号( 登 記 簿 に 記 載 さ れ て い る も

の 。) を 記 載 す る こ と 。 



 

 

  五 課 税 価 格 の 項 に は 、 登 記 を 嘱 託 す る 各 権 利 の 価 格 の 合 計 額

( 合 計 額 に 千 円 未 満 の 端 数 が 生 ず る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨

て た 額) を 記 載 す る こ と 。 
    国 、 地 方 公 共 団 体 そ の 他 の 登 録 免 許 税 が 免 除 さ れ て い る 者 が

起 業 者 で あ る 場 合 は 、 課 税 価 格 の 項 は 記 載 し な い こ と 。 
  六 登 録 免 許 税 の 項 に は 、 課 税 価 格 の 項 に 記 載 し た 金 額 に 一 、 〇

〇 〇 分 の 四 を 乗 じ て 得 た 額( 一 、 〇 〇 〇 分 の 四 を 乗 じ て 得 た 額

に 一 〇 〇 円 未 満 の 端 数 が 生 ず る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た

額) を 記 載 す る こ と 。 国 、 地 方 公 共 団 体 そ の 他 の 登 録 免 許 税 が

免 除 さ れ て い る 者 が 起 業 者 で あ る 場 合 は 、 金 額 に 替 え て 非 課 税

の 根 拠 規 定 で あ る 「 登 録 免 許 税 法 第 四 条 第 一 項 」 と 記 載 す る こ

と 。 
  七 建 物 又 は 建 物 に 関 す る 所 有 権 以 外 の 権 利 に つ い て 登 記 を 嘱

託 す る 場 合 の 別 紙 の 不 動 産 の 表 示 は 、 地 目 及 び 地 積 に 替 え て 不

動 産 登 記 法 第 三 六 条 第 三 項 又 は 第 四 項 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 す

る こ と 。 
  八 別 紙 の 権 利 の 価 格 の 欄 に は 、 登 記 を 嘱 託 す る 各 権 利 の 価 格 を

記 載 す る こ と 。 各 権 利 の 価 格 を 計 算 に あ た っ て は 、 登 録 免 許 税

法 第 一 〇 条 、 第 一 一 条 及 び 別 表 第 一 第 一 号( 五) の 規 定 を 参 照

し 、 金 額 に 一 、 〇 〇 〇 円 未 満 の 端 数 が 生 じ て も 国 税 通 則 法 第 九

〇 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 端 数 処 理 を 行 な わ ず 、 一 円 未 満 の 端 数

の み を 切 り 捨 て た 金 額 を 記 載 す る こ と 。 国 、 地 方 公 共 団 体 そ の

他 の 登 録 免 許 税 が 免 除 さ れ て い る 者 が 起 業 者 で あ る 場 合 は 、 記

載 を 要 し な い 。 
    各 権 利 の 価 格 は 、 次 の と お り と さ れ て い る の で 注 意 さ れ た

い 。 
   イ 土 地 、 建 物 の 所 有 権 … … 固 定 資 産 課 税 台 帳 に 登 録 さ れ て い

る 当 該 不 動 産 の 価 額( 登 録 免 許 税 法 施 行 令 附 則 第 三 項 及 び 第

四 項 参 照 の こ と 。) 
   ロ 賃 借 権 、 地 上 権 、 永 小 作 権 … … 所 有 権 価 格 の 二 分 の 一 
   ハ 抵 当 権( 根 抵 当 権 を 含 む 。) … … 登 記 簿 に 記 載 さ れ て い る 債

権 額 又 は 極 度 額 
   ニ 仮 登 記 さ れ た イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 各 権 利 、 買 戻 し の 特 約

の 登 記 が さ れ た 権 利 … … イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 各 権 利 の 価

格 
  九 別 紙 の 記 載 例 を 参 考 の た め 掲 げ る と 次 の と お り で あ る 。 
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